
ＩＣカード乗車券取扱規程 

名古屋市交通局管理規程第１号 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、乗合自動車乗車料条例（昭和２２年名古屋市条例第２

号）第２条、第３条及び第１２条並びに高速電車乗車料条例（昭和３２年名

古屋市条例第３５号）第２条の２及び第７条の規定に基づき、ＩＣカードを

媒体としたカード乗車券（以下「ＩＣカード乗車券」という。）の料金及び

取扱い等必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(1) ＩＣカード発行事業者 第４条第１項各号に掲げるＩＣカードを発行す

る事業者をいう。 

(2) ＩＣカード発行事業者規則 第４条第１項各号に掲げるＩＣカード（当

該ＩＣカードに記録又は付与されたＳＦ（現金）、ＳＦ（ポイント）及び

センターポイントを含む。）に係る約款として当該ＩＣカード発行事業者

が定めるものをいう。 

(3) ＳＦ（現金） ＩＣカードに記録された金銭的価値であって、この規程

及びＩＣカード発行事業者規則の定めるところにより料金等の支払及び乗

車券との引換えに充当できるものをいう。 

(4) チャージ ＩＣカード乗車券に入金し、ＳＦ（現金）を増額することを

いう。 

(5) センターポイント ＩＣカード発行事業者規則に基づいてＩＣカードご

とに付与され、ＩＣカード発行事業者が管理運営するＩＣカードのセンタ

ーシステム（ＩＣカードのデータを一括して管理及び処理する情報システ

ムをいう。）に記録されたポイントをいう。 

(6) ＳＦ（ポイント） ＩＣカード発行事業者規則に基づいてＩＣカードに

記録されたポイントであって、この規程及びＩＣカード発行事業者規則の



定めるところによりポイントの数値に相当する金額の料金等の支払及び乗

車券との引換えに充当できるものをいう。 

(7) ＳＦ残額 ＳＦ（現金）残額の数値とＳＦ（ポイント）残高の数値の合

計をいう。 

(8) ポイント還元 この規程及びＩＣカード発行事業者規則の定めるところ

によりセンターポイントをＳＦ（ポイント）に移行することをいう。 

(8)の２ 一体型ＩＣカード ＩＣカード発行事業者が、同事業者以外の者

（以下「提携先」という。）と提携して発行する、提携先のサービス機能

と一体となったＩＣカードをいう。 

(9) 記名式ＩＣカード乗車券 ＩＣカード乗車券のうち、個人を特定する氏

名、性別、生年月日等が記録されたものをいう。 

(10) 無記名式ＩＣカード乗車券 記名式ＩＣカード乗車券以外のＩＣカー

ド乗車券をいう。 

(11) 大人用ＩＣカード乗車券 次号及び第１３号に掲げるもの以外のＩＣ

カード乗車券をいう。 

(12) 小児用ＩＣカード乗車券 小児の使用に供するＩＣカード乗車券をい

う。 

(13) 割引用ＩＣカード乗車券 割引対象者の使用に供するＩＣカード乗車

券をいう。 

(14) 割引対象者 乗合自動車乗車料条例施行規程（昭和２８年名古屋市交

通局管理規程第３５号。以下「乗合規程」という。）第２７条及び高速電

車乗車料条例施行規程（昭和５４年名古屋市交通局管理規程第１３号。以

下「高速規程」という。）第２９条の規定により、乗合自動車の割引券及

び高速電車の割引普通券の発行を受ける対象となる者をいう。 

(15) ＩＣＳＦカード乗車券 ＳＦ（現金）及びＳＦ（ポイント）により乗

客の輸送に供する、定期券の機能が付加されていないＩＣカード乗車券を

いう。 

(16) 大人用ＩＣＳＦカード乗車券 次号及び第１８号に掲げるもの以外の

ＩＣＳＦカード乗車券をいう。 

(17) 小児用ＩＣＳＦカード乗車券 小児の使用に供するＩＣＳＦカード乗



車券をいう。 

(18) 割引用ＩＣＳＦカード乗車券 割引対象者の使用に供するＩＣＳＦカ

ード乗車券をいう。 

(19) ＩＣカード定期券 定期券の機能が付加されたＩＣカード乗車券をい

う。 

(20) デポジット 返却することを条件に、ＩＣカード発行事業者が収受す

るＩＣカードの使用権の代価をいう。 

（適用範囲） 

第３条 ＩＣカード乗車券による乗客の輸送等については、この規程の定める

ところによる。 

２ この規程に定めのない事項については、法令、乗合規程、ガイドウェイバ

スシステム志段味線に係る乗車券の料金及び連絡運輸等に関する規程（平成

１３年名古屋市交通局管理規程第５号。以下「ガイドウェイバス規程」とい

う。）、高速規程、連絡運輸規程（昭和５４年名古屋市交通局管理規程第１

４号。以下「連絡規程」という。）等の定めるところによる。 

（使用できるＩＣカード） 

第４条 乗合自動車及び高速電車においてＩＣカード乗車券の媒体として使用

することができるＩＣカードは、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 株式会社名古屋交通開発機構が発行するマナカ 

(2) 株式会社エムアイシーが発行するマナカ 

(3) 東海旅客鉄道株式会社が発行するＴＯＩＣＡ 

２ 前項第２号に定めるＩＣカードにおいては、第２６条（第３４条第４項に

おいて準用する場合を含む。）に定める取扱いは行わない。 

３ 第１項第２号に定めるＩＣカードのうち一体型ＩＣカードにおいては、前

項に規定するもののほか、第１６条、第１９条（使用停止措置及び再発行整

理票の交付を除く。）、第２０条（使用停止措置及び再発行整理票の交付を

除く。）、第２１条、第３１条並びに第３９条第３項及び第４項に定める取

扱いは行わない。 

４ 第１項第２号に定めるＩＣカード（一体型ＩＣカードを除く。）について、

第１９条、第２０条又は第２１条の規定により再発行又は交換を行う場合は、



新たに発行するＩＣカードは第１項第１号に定めるＩＣカードとする。 

５ 第１項第３号に定めるＩＣカードにおいては、第１５条、第１６条、第１

９条、第２０条、第２１条、第２２条、第２６条、第３１条、第３４条、第

３９条、第４０条、第４章及び第５章に定める取扱いは行わない。 

（契約の成立時期及び適用規定） 

第５条 ＩＣカード乗車券による乗客輸送の契約は、乗合自動車にあっては乗

車のとき、高速電車にあっては乗車駅において自動改札機によるＩＣカード

乗車券の検査を受けたとき又はＳＦ（現金）若しくはＳＦ（ポイント）によ

り普通券、連絡特定普通券若しくは割引普通券の交付を受けたときに成立す

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の乗客輸送の契約の成立

時期は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 名古屋ガイドウェイバス株式会社（以下「ガイドウェイ会社」とい

う。）のガイドウェイバスシステム志段味線高架区間（以下「ガイドウェ

イバス高架区間」という。）においてＩＣカード乗車券の検査を受けた乗

客が、ガイドウェイバス高架区間とガイドウェイバスシステム志段味線平

面区間（以下「ガイドウェイバス平面区間」という。）との連絡運輸によ

って接続駅（ガイドウェイバス規程第２条に定める接続駅をいう。）を経

由して乗合自動車に乗車する場合 乗車している車両が当該接続駅を越え

てガイドウェイバス平面区間に乗り入れたとき。 

(2) 名古屋鉄道株式会社（以下「名鉄」という。）の鉄道線（以下「名鉄

線」という。）においてＩＣカード乗車券の検査を受けた乗客が、名鉄線

と高速電車線との連絡運輸によって接続駅（連絡規程別表第１第１項第１

号アに定める接続駅をいう。）を経由して高速電車に乗車する場合 乗車

している列車が当該接続駅を越えて高速電車線に乗り入れたとき。 

３ 前２項の規定にかかわらず、ＩＣカード定期券に機能付加されている定期

券（以下「付加定期券」という。）に係る乗客輸送の契約は、付加定期券を

発売したときに成立する。 

４ ＩＣカード定期券により、付加定期券の通用期間内に通用区間内の停留所

又は駅から乗車して通用区間外へ乗り越した場合の当該乗り越した区間に係



る乗客輸送の契約については、乗車している車両又は列車が付加定期券の通

用区間外に出たときに成立する。 

５ 前各項の規定により契約の成立したとき以後における取扱いは、別段の定

めをしない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。 

（ＩＣカード乗車券の使用条件） 

第６条 ＩＣカード乗車券は、無記名式ＩＣカード乗車券１枚をもって１人が、

記名式ＩＣカード乗車券１枚をもって記名人１人が使用することができるも

のとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、記名人以外の者が使用することができる定期券

（以下「持参人式定期券」という。）の機能が付加されたＩＣカード定期券

は、その持参人式定期券の通用期間内の通用区間内に限り、記名人以外の者

であっても使用することができる。 

３ ＩＣカード乗車券を使用して乗合自動車に乗車する者は、乗合自動車内に

おいて料金箱による検査を受けなくてはならない。 

４ ＩＣカード乗車券を使用して高速電車に乗車する者は、乗車駅において自

動改札機による検査を受けて入場し、降車駅において自動改札機による検査

を受けて出場しなければならない。 

５ 別に定める場合を除き、ＩＣカード乗車券は、１回の乗車において当該Ｉ

Ｃカード乗車券以外の乗車券と併せて使用することはできない。 

６ 乗合規程第３３条及び高速規程第５８条の規定は、割引用ＩＣカード乗車

券について準用する。 

（ＳＦ（現金）及びＳＦ（ポイント）の使用条件） 

第７条 ＳＦ（現金）は、この規程及びＩＣカード発行事業者規則の定めると

ころにより、料金等の支払及び乗車券の引換えに使用することができる。 

２ ＳＦ（ポイント）は、この規程及びＩＣカード発行事業者規則の定めると

ころにより、料金等の支払及び第２８条第４項（第３６条第２項において準

用する場合を含む。）の規定による乗車券の引換えに使用することができる。 

３ ＳＦ（現金）及びＳＦ（ポイント）は、第２８条第３項及び第４項（第２

９条第３項、第３６条第２項及び第３７条第４項において準用する場合を含

む。）の規定により引き換えることができる乗車券以外の乗車券との引換え



には使用できない。 

４ 料金等の支払又は乗車券の引換えに当たり、ＳＦ（現金）残額及びＳＦ

（ポイント）残高がいずれもあるときには、ＩＣカード発行事業者規則の定

めるところにより、ＳＦ（ポイント）が先に充当される。 

５ 料金等の支払時において、ＳＦ残額が支払うべき金額に満たないときは、

チャージ又はポイント還元によりＳＦ残額を支払うべき金額以上とした上で

支払わなければならない。 

６ ＳＦ（現金）は１０円単位、ＳＦ（ポイント）は１０ポイント単位ごとに

１０円単位で料金等の支払及び乗車券との引換えに使用することができる。 

（小児用ＩＣカード乗車券及び割引用ＩＣカード乗車券の有効期限） 

第８条 小児用ＩＣカード乗車券及び割引用ＩＣカード乗車券の有効期限は、

次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 小児用ＩＣカード乗車券 ＩＣカード発行事業者規則の定めるところに

より、当該小児が１２歳に達する日の属する年度（４月１日から翌年３月

３１日までをいう。以下同じ。）の末日 

(2) 割引用ＩＣカード乗車券 発行日の属する年度の末日 

２ 割引用ＩＣカード乗車券の有効期限については、延長を請求することがで

きる。この場合における手続については、第２６条第５項の規定を準用する

ものとし、延長後の有効期限は請求日の属する年度の翌年度の末日とする。 

３ 前項の場合において有効期限経過後に期限延長の請求をしたときは、請求

日の属する年度の末日を延長後の有効期限とする。 

（券面表示事項） 

第９条 記名式ＩＣカード乗車券の券面には、ＩＣカード発行事業者の定める

ところにより、次に掲げる事項を表示する。 

(1) 乗客の氏名 

(2) 小児用であることを示す印章（小児用ＩＣカード乗車券に限る。） 

(3) 割引用であることを示す印章（割引用ＩＣカード乗車券に限る。） 

(4) カードの有効期限（小児用ＩＣカード乗車券及び割引用ＩＣカード乗車

券に限る。） 

２ 前項に規定する事項のほか、ＩＣカード定期券の券面に表示する事項につ



いては、乗合規程第１１条及び高速規程第５９条の定めるところによる。 

（使用の制限） 

第１０条 ＩＣカード乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これ

を使用することができない。 

(1) 記名式ＩＣカード乗車券の券面に表示された事項（以下「券面表示事

項」という。）が不明となったとき。 

(2) 記名式ＩＣカード乗車券の記名人が、氏名を改めたとき。 

(3) ＩＣカード乗車券の有効期限が切れたとき。 

(4) ＩＣカード乗車券が違法又は不正に取得されたものであるとき。 

(5) ＩＣカード乗車券の破損等、自動改札機等の故障又は停電その他の理由

によりＩＣカード乗車券に記録された情報の読み取りが不能となったとき。 

(6) 前回使用時の乗車区間の料金等が差し引かれていないとき。 

(7) 乗車以外の目的で入出場するとき。 

(8) その他使用条件に基づいて使用されないとき。 

２ 前項に規定する場合のほか、記名式ＩＣカード乗車券においては、当該記

名式ＩＣカード乗車券の使用（乗合自動車における付加定期券の使用を除

く。）、チャージ又はポイント還元のいずれかの取扱いのあった日の翌日を

起算日として６箇月間これらの取扱いがされなかったときは、当該記名式Ｉ

Ｃカード乗車券を使用できないことがある。 

（デポジット） 

第１１条 ＩＣカード乗車券を発売する場合には、ＩＣカード発行事業者規則

の定めるところにより、デポジット５００円を収受する。 

２ 乗客がＩＣカード乗車券を返却したときは、ＩＣカード発行事業者規則の

定めるところにより、デポジットを返却する。 

３ デポジットは、料金等及び手数料の支払に使用することはできない。 

（チャージ） 

第１２条 ＩＣカード乗車券は、ＩＣカード発行事業者規則の定めるところに

より、各駅、各乗車券発行所及び乗合自動車内でチャージすることができる。 

２ チャージできる金額は、１，０００円、２，０００円、３，０００円、５，

０００円及び１０，０００円のいずれかとする。ただし、乗合自動車内でチ



ャージする場合においては、１，０００円単位とする。 

３ ＩＣカード乗車券１枚当たりのＳＦ（現金）残額は、２０，０００円を超

えることができない。 

（ポイント還元） 

第１３条 センターポイントは、ＩＣカード発行事業者規則の定めるところに

より、各駅及び各乗車券発行所でポイント還元することができる。 

（ＳＦ（現金）残額、ＳＦ（ポイント）残高及びセンターポイント残高の

確認） 

第１４条 ＳＦ（現金）残額、ＳＦ（ポイント）残高及びセンターポイント残

高は、ＩＣカード発行事業者規則の定めるところにより、各駅及び各乗車券

発行所で確認することができる。 

２ ＳＦ残額の履歴は、ＩＣカード発行事業者規則の定めるところにより、各

駅及び各乗車券発行所で表示又は印字により確認することができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、ＩＣカード発行事業者規則の定めるところによ

り、ＳＦ残額の履歴について表示又は印字による確認ができないことがある。 

（記名式ＩＣカード乗車券の再印字） 

第１５条 記名式ＩＣカード乗車券の券面表示事項が不明となった場合は、乗

客は、ＩＣカード発行事業者規則の定めるところにより、速やかに当該記名

式ＩＣカード乗車券を差し出して券面表示事項の再印字を請求しなければな

らない。 

２ 券面表示事項の再印字は、各駅及び各乗車券発行所において取り扱う。 

（改氏名による記名式ＩＣカード乗車券の書換え） 

第１６条 記名式ＩＣカード乗車券の記名人が氏名を改めた場合は、その記名

人は、ＩＣカード発行事業者規則の定めるところにより、当該記名式ＩＣカ

ード乗車券を差し出して、書換えを請求しなければならない。この場合の取

扱いについては第２６条第４項及び第５項の規定を準用するものとし、付加

定期券の有無にかかわらず手数料は徴収しない。 

（無効） 

第１７条 ＩＣカード乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効

とし、これを回収する。 



(1) 記名式ＩＣカード乗車券を記名人以外の者が使用したとき（ただし、第

６条第２項の規定に従って持参人式定期券として使用する場合を除く。）。 

(2) 券面表示事項が不明となった記名式ＩＣカード乗車券を使用したとき。 

(3) 使用資格、氏名、性別、生年月日又は電話番号を偽って購入した小児用

ＩＣカード乗車券又は割引用ＩＣカード乗車券を使用したとき。 

(4) 券面表示事項を塗り消し、又は改変して使用したとき。 

(5) 偽造され、変造され、又は不正に作成されたＩＣカード乗車券、ＳＦ

（現金）、ＳＦ（ポイント）又はセンターポイントを使用したとき。 

(6) 乗客の故意又は重大な過失によりＩＣカード乗車券が障害状態（破損す

るなどしてＩＣカード乗車券を処理する機器で使用できなくなることをい

う。以下同じ。）となったとき。 

(7) 自動改札機による検査を受けたＩＣカード乗車券を他人から譲り受けて

使用したとき。 

(8) 係員の承諾なく自動改札機等による検査を受けずに乗車したとき。 

(9) 使用資格を限定したＩＣカード乗車券をその使用資格を失った後に使用

したとき。 

(10) 付加定期券が乗合規程第３５条第１項各号若しくは第２項又は高速規

程第５６条第１項各号若しくは第２項に規定する場合のいずれかに該当し

たとき。 

(11) 前各号に規定するもののほか、ＩＣカード乗車券を不正乗車の手段と

して使用したとき。 

２ 前項の規定により回収したＩＣカード乗車券に記録されているＳＦ（現

金）、ＳＦ（ポイント）及び付加定期券並びに当該ＩＣカード乗車券のセン

ターポイントについては、ＩＣカード発行事業者規則の定めるところにより、

当該ＩＣカード乗車券を無効として回収したと同時に無効とする。 

３ 第１項の規定により回収したＩＣカード乗車券についてＩＣカード発行事

業者が収受しているデポジットは、ＩＣカード発行事業者規則の定めるとこ

ろにより、その返却は行わない。 

４ 前３項の規定は、偽造され、変造され、又は不正に作成されたＩＣカード

乗車券、ＳＦ（現金）、ＳＦ（ポイント）、センターポイント又は付加定期



券を使用しようとした場合について準用する。 

５ 第１項の場合において、当該ＩＣカード乗車券のＳＦ（現金）又はＳＦ

（ポイント）を使用して引き換えた普通券、連絡特定普通券又は割引普通券

は無効とし、これを回収する。 

（不正使用） 

第１８条 前条の規定によりＩＣカード乗車券を無効として回収した場合に徴

収する料金等及び増料金の取扱いについては、乗合規程第３８条及び第３９

条、深夜バス系統に係る乗車券の料金等を定める規程（平成２年名古屋市交

通局管理規程第９号。以下「深夜バス規程」という。）第５条、ガイドウェ

イバス規程第６条の５、高速規程第８０条及び第８１条、連絡規程第３０条

の２並びに割引連絡定期券等の料金等を定める規程（昭和４９年名古屋市交

通局管理規程第１５号。以下「割引連絡規程」という。）第９条第１項及び

第１０条の規定による。 

（紛失再発行） 

第１９条 記名式ＩＣカード乗車券を紛失した場合において、乗客が記名人本

人であることを証明する公的証明書等を提示し、かつ、再発行申請書に必要

事項を記入して提出したときは、ＩＣカード発行事業者規則の定めるところ

により、当該記名式ＩＣカード乗車券の使用停止措置を行い、当該乗客に対

し再発行整理票を交付し、再発行の取扱いを行う。この場合においては、付

加定期券の有無にかかわらず手数料は５００円とする。 

２ 前項の取扱いは、各駅及び各乗車券発行所で行う。 

３ 紛失した記名式ＩＣカード乗車券が第１項の規定による取扱いを行った後

に発見された場合において、当該記名式ＩＣカード乗車券についてＩＣカー

ド発行事業者がデポジットを収受しているときは、ＩＣカード発行事業者規

則の定めるところによりデポジット返却の取扱いを行う。 

（障害再発行） 

第２０条 ＩＣカード乗車券が障害状態となった場合において、乗客が再発行

申請書に必要事項を記入して当該ＩＣカード乗車券とともに提出したときは、

ＩＣカード発行事業者規則の定めるところにより、当該乗客に対し再発行整

理票を交付し、再発行の取扱いを行う。 



２ 前項の取扱いは、各駅及び各乗車券発行所で行う。 

３ 第１項の規定にかかわらず、ＩＣカード乗車券の裏面に刻印されたカード

の番号が判読できない場合及び乗客の故意又は重大な過失によりＩＣカード

乗車券が障害状態となり第１７条第１項の規定により無効となった場合は、

再発行を行わない。この場合において、当該ＩＣカード乗車券についてＩＣ

カード発行事業者がデポジットを収受している場合であっても、ＩＣカード

発行事業者規則の定めるところにより、デポジットの返却は行わない。 

（交換） 

第２１条 本市又はＩＣカード発行事業者の都合により、乗客が使用中のＩＣ

カード乗車券を、当該ＩＣカード乗車券のデザインとは異なるデザインのＩ

Ｃカード乗車券又は当該ＩＣカード乗車券の裏面に刻印されたものと異なる

カード番号のＩＣカード乗車券に予告なく交換することがある。 

（種類の変更） 

第２２条 乗客は、ＩＣカード発行事業者規則の定めるところにより、次の各

号に掲げるＩＣカード乗車券（有効期限経過後のものを含む。）について、

当該各号に定める記名式ＩＣカード乗車券への変更を請求することができる。 

(1) 無記名式ＩＣカード乗車券 記名式ＩＣカード乗車券 

(2) 大人用ＩＣカード乗車券 割引用ＩＣカード乗車券 

(3) 小児用ＩＣカード乗車券 大人用ＩＣカード乗車券又は割引用ＩＣカー

ド乗車券 

(4) 割引用ＩＣカード乗車券 大人用ＩＣカード乗車券又は小児用ＩＣカー

ド乗車券 

２ 前項の規定によりＩＣカード乗車券を変更する場合の手続は、変更後のＩ

Ｃカード乗車券の発売手続の例による。 

（免責事項） 

第２３条 紛失した記名式ＩＣカード乗車券の再発行整理票発行日までにおけ

る払戻し又はＳＦ（現金）、ＳＦ（ポイント）及びセンターポイントの使用

等で生じた乗客の損害については、本市はその責めを負わない。 

２ 第２１条の規定の適用による乗客の損害等については、本市はその責めを

負わない。 



３ 前２項の規定によるほか、本市の責めに帰すことができない事由から発生

した乗客の損害については、本市はその責めを負わない。 

（失効） 

第２４条 ＩＣカード乗車券は、ＩＣカード発行事業者規則の定めるところに

より、次の各号のいずれかに該当する場合は、失効する。 

(1) ＩＣカード乗車券の交換、使用（付加定期券の使用を除く。）、チャー

ジ又はポイント還元のいずれかの取扱いの行った日の翌日を起算日として

１０年間これらの取扱いがされなかったとき。 

(2) 遺失物となった記名式ＩＣカード乗車券が、遺失物法（平成１８年法律

第７３号）の規定により公告期間を経過したとき。 

２ 前項の規定により失効したＩＣカード乗車券に記録されているＳＦ（現

金）、ＳＦ（ポイント）及び付加定期券並びに当該ＩＣカード乗車券のセン

ターポイントについては、ＩＣカード発行事業者規則の定めるところにより、

当該ＩＣカード乗車券が失効したと同時に失効とする。 

３ 第１項の規定により失効したＩＣカード乗車券について収受しているデポ

ジットは、ＩＣカード発行事業者規則の定めるところにより、その返却を請

求することはできない。 

（個人情報の取扱い） 

第２５条 記名式ＩＣカード乗車券に係る個人情報の取扱いは、名古屋市個人

情報保護条例（平成１７年名古屋市条例第２６号）及びＩＣカード発行事業

者規則等の定めるところによる。 

第２章 ＩＣＳＦカード乗車券 

第１節 発売 

（ＩＣＳＦカード乗車券の発売） 

第２６条 ＩＣＳＦカード乗車券は、ＩＣカード発行事業者規則の定めるとこ

ろにより、各駅及び各乗車券発行所で発売する。 

２ 前項の規定にかかわらず、ＩＣＳＦカード乗車券は乗合自動車内その他の

場所で発売することがある。 

３ ＩＣＳＦカード乗車券の発売額は、１，０００円、２，０００円、３，０

００円、５，０００円及び１０，０００円（それぞれデポジットを含む。）



とする。 

４ ＩＣＳＦカード乗車券（無記名式のものを除く。）を購入しようとする乗

客は、購入申込書に必要事項を記入して提出しなければならない。ただし、

自動券売機により発売する場合にあっては、購入申込書の提出を要しないも

のとする。 

５ 前項の場合において、小児用ＩＣＳＦカード乗車券又は割引用ＩＣＳＦカ

ード乗車券を購入しようとするときは、乗客の年齢等、当該ＩＣＳＦカード

乗車券の使用資格を有することを証明できる公的証明書等を提示しなければ

ならない。 

６ 次の各号に掲げるＩＣカード乗車券の発行を受けている乗客に対しては、

ＩＣカード発行事業者規則の定めるところにより、当該各号に定めるＩＣＳ

Ｆカード乗車券を発売しない。ただし、割引用ＩＣカード乗車券を介護者等

が使用するために発行する場合その他特に認める場合は、この限りでない。 

(1) 小児用ＩＣカード乗車券 小児用ＩＣＳＦカード乗車券 

(2) 割引用ＩＣカード乗車券 割引用ＩＣＳＦカード乗車券 

第２節 料金の支払 

（乗合自動車におけるＩＣＳＦカード乗車券による料金等の支払） 

第２７条 乗客がＩＣＳＦカード乗車券を使用して乗合自動車に乗車する場合

は、乗合自動車内において料金箱によって、普通券（乗合規程第２４条の３

に規定する家族割引普通券を除く。次項において同じ。）又は割引券の料金、

乗合規程第１条の５第２項に規定する都市高速道路通行料金及び深夜バス規

程第４条に規定する金額（以下「普通券料金等」という。）をＳＦ残額から

差し引く。 

２ 前項の場合において、ＳＦ残額から差し引く普通券又は割引券の料金及び

深夜バス規程第４条に規定する金額は、大人用ＩＣＳＦカード乗車券にあっ

ては大人の普通券の料金及び同条第１号に規定する大人の金額、小児用ＩＣ

ＳＦカード乗車券にあっては小児の普通券の料金及び同号に規定する小児の

金額、割引用ＩＣＳＦカード乗車券にあっては大人の割引券の料金及び同条

第２号に規定する大人の金額とする。ただし、あらかじめ係員に申し出た場

合は、この限りでない。 



３ 第１項の場合において、あらかじめ係員に申し出た場合に限り、第６条第

１項の規定にかかわらず、複数人の普通券料金等を１枚のＩＣＳＦカード乗

車券のＳＦ残額から差し引くことができる。 

４ 第１項及び前項の場合において、あらかじめ係員に申し出た場合に限り、

第７条第５項の規定にかかわらず、不足額を現金により支払うことができる。 

（高速電車におけるＩＣＳＦカード乗車券による料金の支払等） 

第２８条 乗客がＩＣＳＦカード乗車券を使用して高速電車に乗車する場合は、

降車駅において出場する際に、ＳＦ残額から当該乗車区間に係る普通料金又

は割引普通料金（以下「普通料金等」という。）を差し引く。 

２ 前項の場合において、ＳＦ残額から差し引く普通料金等は、大人用ＩＣＳ

Ｆカード乗車券にあっては大人の普通料金、小児用ＩＣＳＦカード乗車券に

あっては小児の普通料金、割引用ＩＣＳＦカード乗車券にあっては大人の割

引普通料金とする。 

３ 乗客は、高速電車においてＩＣＳＦカード乗車券を使用して、乗車駅にお

いて、自動券売機によりＳＦ（現金）残額から１枚又は複数枚の普通券又は

割引普通券の料金を差し引くことにより普通券又は割引普通券に引き換える

ことができる。 

４ 前項の場合において、小児の割引対象者が割引用ＩＣＳＦカード乗車券を

使用するときは、ＳＦ残額から小児の割引普通料金を差し引くことにより小

児の割引普通券に引き換えることができる。 

（連絡運輸等におけるＩＣＳＦカード乗車券による料金の支払等） 

第２９条 第２７条の規定は、ＩＣＳＦカード乗車券（ガイドウェイバス高架

区間の定期券が機能付加されているものを除く。）を使用してガイドウェイ

バス平面区間とガイドウェイバス高架区間との連絡運輸によってガイドウェ

イバス平面区間の各停留所とガイドウェイバス高架区間の各駅相互間を乗車

する場合について準用する。 

２ 前条第１項及び第２項の規定は、ＩＣＳＦカード乗車券（割引用ＩＣＳＦ

カード乗車券を除く。）を使用して高速電車線と名鉄線との連絡運輸によっ

て高速電車線の各駅と名鉄線のうち名鉄が指定した範囲内の各駅相互間を乗

車する場合について準用する。この場合において、同条第１項中「又は割引



普通料金」とあるのは「、連絡特定普通料金又は割引普通料金」と、同条第

２項中「の普通料金」とあるのは「の普通料金又は連絡特定普通料金」と読

み替えるものとする。 

３ 前条第３項の規定は、ＩＣＳＦカード乗車券を使用して高速電車線と名鉄

線との連絡運輸によって連絡規程別表第１第１項第１号アの表高速電車線の

欄に定める各駅から同表名鉄線の欄に定める各駅へ乗車する場合について準

用する。この場合において、同項中「又は割引普通券」とあるのは「、連絡

特定普通券又は割引普通券」と読み替えるものとする。 

第３節 効力 

（ＩＣＳＦカード乗車券の効力） 

第３０条 ＩＣＳＦカード乗車券を使用して乗車する場合の効力は、次のとお

りとする。 

(1) 当該乗車区間片道１回の乗車に限り有効とする。 

(2) 乗車当日に限り有効とする。 

(3) 途中下車の取扱いはしない。 

２ ＳＦ（現金）又はＳＦ（ポイント）により引き換えた普通券、連絡特定普

通券又は割引普通券の効力は、現金で購入した普通券、連絡特定普通券又は

割引普通券と同一とする。 

第４節 払戻し 

（ＩＣＳＦカード乗車券の払戻し） 

第３１条 乗客は、ＩＣＳＦカード乗車券が不要となった場合において払戻申

請書に必要事項を記入して当該ＩＣＳＦカード乗車券とともに提出したとき

は、ＩＣカード発行事業者規則の定めるところにより払戻しを請求すること

ができる。 

２ 前項の払戻しを行う場合において、乗客は、ＩＣカード発行事業者規則に

定める手数料を支払わなければならない。 

３ 第１９条第１項又は第２０条第１項の規定による再発行整理票交付後の記

名式ＩＣＳＦカード乗車券及び第１７条第１項（同条第４項において準用す

る場合を含む。）の規定により無効となり、又は第２４条第１項の規定によ

り失効したＩＣＳＦカード乗車券については、払戻しを請求することはでき



ない。 

４ 乗客は、払戻しの請求を行った後においては、これを取り消すことはでき

ない。 

５ 第１項の規定によるほか、ＩＣＳＦカード乗車券のＳＦ（現金）残額につ

いては、払戻しを行わない。 

第５節 特殊取扱い 

（同一駅で出場する場合） 

第３２条 乗客は、高速電車においてＩＣＳＦカード乗車券を使用して駅に入

場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び発駅まで乗車して出場する

場合は、実際に乗車した区間の普通料金等を支払い、当該ＩＣＳＦカード乗

車券の入場情報の消去処理を受けなければならない。 

２ 乗客は、高速電車においてＩＣＳＦカード乗車券を使用して入場した後、

任意に乗車を中止し当該駅で出場する場合は、当該ＩＣＳＦカード乗車券の

入場情報の消去処理を受けなければならない。 

（運行不能の場合の取扱い） 

第３３条 高速電車においてＩＣＳＦカード乗車券を使用し、自動改札機によ

る検査を受けた後、列車が運行不能となった場合においては、乗客は、次の

各号に定める取扱いのいずれかを選択の上請求することができる。 

(1) 運行不能となった駅での乗車中止 

乗車した区間に係る普通料金等をＳＦ残額から差し引く。 

(2) 乗車駅での乗車中止又は乗車駅までの無料送還 

乗車駅で当該ＩＣＳＦカード乗車券の入場情報を消去する。 

(3) 乗車駅に至る途中駅までの無料送還 

乗車駅から途中駅までの普通料金等をＳＦ残額から差し引く。 

２ 前項第１号及び第３号の場合において、その乗車が第４４条の規定により

同条第１項各号に定める額を減じた額が差し引かれる場合に該当するときは、

普通料金等から同項各号に定める額を減じた額をＳＦ残額から差し引く。 

第３章 ＩＣカード定期券 

第１節 発売 

（ＩＣカード定期券の発売） 



第３４条 定期券を発売する場合においては、当該定期券の機能を記名式ＩＣ

カード乗車券に付加する。 

２ 前項の場合において、定期券として付加することができる乗車券は、次表

左欄に掲げる記名式ＩＣカード乗車券の種類に応じ、それぞれ右欄に定める

乗車券とする。 

記名式ＩＣカード 

乗 車 券 の 種 類 
付加することができる乗車券 

大人用ＩＣカード乗車券 通勤定期券 

全線定期券 

割引連絡規程に定める乗車券のうち通勤定期

券、学生定期券甲、学生定期券甲２、学生通学

定期券甲及び学生通学定期券甲２ 

共通全線定期券 

高年齢者割引全線定期券 

学生定期券甲及び学生定期券甲２ 

ガイドウェイバス規程に定める乗車券（平面区

間・高架区間連絡）のうち通勤定期券及び学生

通学定期券甲 

連絡規程に定める乗車券のうち通勤定期券、学

生通学定期券甲、学生通学定期券甲２、割引学

生通学定期券及び割引通勤定期券 

小児用ＩＣカード乗車券 割引連絡規程に定める乗車券のうち学生定期券

乙及び学生通学定期券乙 

学生定期券乙 

ガイドウェイバス規程に定める乗車券（平面区

間・高架区間連絡）のうち学生通学定期券乙 

連絡規程に定める乗車券のうち学生通学定期券

乙 

割引用ＩＣカード乗車券 割引全線定期券 



割引通勤定期券 

割引学生定期券 

割引連絡規程に定める乗車券のうち割引通勤定

期券、割引学生定期券及び割引学生通学定期券

ガイドウェイバス規程に定める乗車券（平面区

間・高架区間連絡）のうち割引通勤定期券及び

割引学生通学定期券 

３ 記名式ＩＣカード乗車券には、必要と認めるときは、前項の表右欄に定め

る乗車券以外の乗車券の機能を付加することがある。 

４ 第２６条第１項、第２項及び第４項から第６項までの規定は、ＩＣカード

乗車券を所持しない乗客に対してＩＣカード定期券を発売する場合について

準用する。 

第２節 料金の支払 

（乗合自動車におけるＩＣカード定期券による料金等の支払） 

第３５条 乗客が乗合自動車においてＩＣカード定期券を使用して付加定期券

の通用期間内に通用区間外を乗車する場合の取扱いは、次の各号に定めると

おりとする。 

(1) 乗車経路に通用区間の全部又は一部が含まれる場合 乗車した停留所か

ら降車した停留所までの普通券料金等（以下「全乗車区間の普通券料金

等」という。）と別途乗車区間の普通券料金等とを比較して低額となる方

の普通券料金等（同額となる場合は、別途乗車区間の普通券料金等）をＳ

Ｆ残額から差し引く。 

(2) 乗車経路に通用区間が含まれない場合 ＳＦ残額から全乗車区間の普通

券料金等を差し引く。 

２ 前項に定めるもののほか、ＩＣカード定期券のＳＦ（現金）又はＳＦ（ポ

イント）を使用して乗合自動車に乗車する場合の料金等の支払については、

第２７条の規定を準用する。 

（高速電車におけるＩＣカード定期券による料金の支払等） 

第３６条 乗客が高速電車においてＩＣカード定期券を使用して付加定期券の

通用期間内に通用区間外を乗車する場合の取扱いは、次の各号に定めるとお



りとする。 

(1) 通用区間内の駅から入場した後、通用区間外の任意の駅まで乗車して出

場する場合 入場駅から出場駅までの普通料金等（以下「全乗車区間の普

通料金等」という。）と別途乗車区間の普通料金等とを比較して低額とな

る方の普通料金等（同額となる場合は、全乗車区間の普通料金等）をＳＦ

残額から差し引く。 

(2) 通用区間外の駅から入場した後、通用区間内の任意の駅まで乗車して出

場する場合 全乗車区間の普通料金等と別途乗車区間の普通料金等とを比

較して低額となる方の普通料金等（同額となる場合は、全乗車区間の普通

料金等）をＳＦ残額から差し引く。 

(3) 通用区間外の駅相互間を乗車する場合 ＳＦ残額から全乗車区間の普通

料金等を差し引く。 

２ 前項に定めるもののほか、ＩＣカード定期券のＳＦ（現金）又はＳＦ（ポ

イント）を使用して高速電車に乗車する場合の料金の支払等については、第

２８条の規定を準用する。 

（連絡運輸等におけるＩＣカード定期券による料金の支払等） 

第３７条 第３５条第１項の規定は、ＩＣカード定期券（ガイドウェイバス高

架区間の定期券が機能付加されているＩＣカード乗車券を含む。次項におい

て同じ。）を使用して付加定期券（ガイドウェイバス高架区間の定期券を含

む。）の通用期間内にガイドウェイバス平面区間とガイドウェイバス高架区

間との連絡運輸によってガイドウェイバス平面区間の各停留所とガイドウェ

イバス高架区間の各駅相互間を乗車する場合について準用する。この場合に

おいて、同項中「停留所」とあるのは「停留所又は駅」と、「と別途乗車区

間の普通券料金等」とあるのは「と別途乗車区間の普通券料金等（ガイドウ

ェイ会社の定める運賃を合算した額とする。以下この項において同じ。）」

と読み替えるものとし、ＳＦ残額から差し引く料金はガイドウェイ会社の定

める運賃を合算した額とする。 

２ 前項に定めるもののほか、ＩＣカード定期券のＳＦ（現金）又はＳＦ（ポ

イント）を使用してガイドウェイバス平面区間とガイドウェイバス高架区間

との連絡運輸によってガイドウェイバス平面区間の各停留所とガイドウェイ



バス高架区間の各駅相互間を乗車する場合については、第２７条の規定を準

用する。 

３ 前条第１項の規定は、ＩＣカード定期券を使用して高速電車線と名鉄線と

の連絡運輸によって高速電車線の各駅と名鉄線のうち名鉄が指定した範囲内

の各駅相互間を乗車する場合について準用する。この場合において、同項第

１号中「までの普通料金等」とあるのは「までの普通料金、連絡特定普通料

金又は割引普通料金（以下この項において「普通料金等」という。）」と読

み替えるものとし、ＳＦ残額から差し引く料金は名鉄の定める運賃を合算し

た額とする。 

４ 前項に定めるもののほか、ＩＣカード定期券のＳＦ（現金）又はＳＦ（ポ

イント）を使用して高速電車線と名鉄線との連絡運輸によって高速電車線の

各駅と名鉄線のうち名鉄が指定した範囲内の各駅相互間を乗車する場合につ

いては、第２８条第１項から第３項までの規定を準用する。この場合におい

て、同条第１項中「又は割引普通料金」とあるのは「、連絡特定普通料金又

は割引普通料金」と、同条第２項中「の普通料金」とあるのは「の普通料金

又は連絡特定普通料金」と、同条第３項中「又は割引普通券」とあるのは「、

連絡特定普通券又は割引普通券」と読み替えるものとする。 

第３節 効力 

（ＩＣカード定期券の効力） 

第３８条 第３４条の規定により発売した付加定期券の取扱いについては、こ

の規程に定めるもののほか、乗合規程及び高速規程等の定めるところによる。 

２ ＩＣカード定期券のＳＦ（現金）又はＳＦ（ポイント）を使用して乗車す

る場合の効力については、第３０条の規定を準用する。 

第４節 払戻し 

（ＩＣカード定期券の払戻し） 

第３９条 乗客は、付加定期券が不要となった場合において払戻申請書に必要

事項を記入してＩＣカード定期券とともに提出し、かつ、公的証明書等の提

示により当該ＩＣカード定期券の記名人本人であることを証明したときは、

付加定期券の払戻しを請求することができる。この場合においては、付加定

期券の払戻しを行うと同時に当該ＩＣカード定期券から当該付加定期券の機



能を消去する。 

２ 付加定期券の払戻手数料は、付加定期券１件につき５００円とする。ただ

し、払戻額が手数料未満のときは、払戻額を手数料とする。 

３ 乗客は、ＩＣカード定期券が不要となった場合において払戻申請書に必要

事項を記入して当該ＩＣカード定期券とともに提出し、かつ、公的証明書等

の提示により当該ＩＣカード定期券の記名人本人であることを証明したとき

は、その払戻しを請求することができる。この場合において、付加定期券に

ついては前２項の規定による払戻しを、ＳＦ（現金）については第３１条第

１項及び第２項の規定による払戻しを行う。 

４ 前各項に定めるもののほか、ＩＣカード定期券の払戻しについては、第３

１条第３項から第５項までの規定を準用する。 

（定期券の機能の消去） 

第４０条 付加定期券（本市以外の者が発売したものを含む。以下この項にお

いて同じ。）が不要となり、かつ、前条第１項から第３項までに定める払戻

しを請求しないことを約する乗客が、消去申請書に必要事項を記入して当該

ＩＣカード乗車券とともに提出し、かつ、公的証明書等の提示により当該Ｉ

Ｃカード乗車券の記名人本人であることを証明したときは、当該ＩＣカード

乗車券から当該付加定期券の機能を消去する。 

２ 前項の規定により消去申請書を提出した後においては、これを取り消すこ

とができない。 

第５節 特殊取扱い 

（同一駅で出場する場合） 

第４１条 乗客が、高速電車においてＩＣカード定期券を使用して付加定期券

の通用期間内に駅に入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び発駅

まで乗車して出場する場合の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 通用区間内の駅から入場した後、任意に乗車を中止して当該駅で出場す

る場合 当該ＩＣカード定期券の入場情報の消去処理を受けなければなら

ない。 

(2) 通用区間内の駅から入場した後、通用区間内の任意の駅まで乗車し、出

場せずに再び発駅まで乗車して出場する場合 当該ＩＣカード定期券の入



場情報の消去処理を受けなければならない。 

(3) 通用区間内の駅から入場した後、通用区間外の任意の駅まで乗車し、出

場せずに再び発駅まで乗車して出場する場合 全乗車区間の普通料金等と

別途乗車区間の普通料金等とを比較して低額となる方の普通料金等（同額

となる場合は、全乗車区間の普通料金等）を支払い、当該ＩＣカード定期

券の入場情報の消去処理を受けなければならない。 

(4) 通用区間外の駅から入場した後、通用区間内の任意の駅まで乗車し、出

場せずに再び発駅まで乗車して出場する場合 全乗車区間の普通料金等と

別途乗車区間の普通料金等とを比較して低額となる方の普通料金等（同額

となる場合は、全乗車区間の普通料金等）を支払い、当該ＩＣカード定期

券の入場情報の消去処理を受けなければならない。 

(5) 通用区間外の駅から入場した後、通用区間外の任意の駅まで乗車し、出

場せずに再び発駅まで乗車して出場する場合 全乗車区間の普通料金等を

支払い、当該ＩＣカード定期券の入場情報の消去処理を受けなければなら

ない。 

２ 前項に定めるもののほか、高速電車においてＩＣカード定期券を使用して

駅に入場した後、当該駅で出場する場合の取扱いについては、第３２条の規

定を準用する。 

（運行不能の場合の取扱い） 

第４２条 高速電車においてＩＣカード定期券を使用して付加定期券（高速電

車の全線定期券及び共通全線定期券を除く。次項において同じ。）の通用期

間内に通用区間内を乗車する場合において自動改札機による検査を受けた後、

列車が運行不能となった場合においては、高速規程第９６条の２の規定を適

用する。 

２ 高速電車においてＩＣカード定期券を使用して付加定期券の通用期間内に

通用区間外を乗車する場合及び通用期間外に乗車する場合において自動改札

機による検査を受けた後、列車が運行不能となった場合の取扱いについては、

第３３条の規定を準用する。 

第４章 乗継割引料金 

（乗合自動車に連絡して乗車する場合における乗継割引料金） 



第４３条 ＩＣカード乗車券を使用して乗合自動車、高速電車、ガイドウェイ

バス高架区間、名鉄バス株式会社（以下「名鉄バス」という。）の乗合自動

車（別表に定める区間に限る。以下同じ。）又は名古屋臨海高速鉄道株式会

社の経営する鉄道線（以下「名臨高線」という。）から乗合自動車に９０分

以内に乗り継いで乗車する場合は、乗継後の乗合自動車における普通券料金

等の差引きに当たっては、第２７条第１項（第２９条第１項、第３５条第２

項及び第３７条第２項において準用する場合を含む。）及び第３５条第１項

（第３７条第１項において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、普

通券料金等から次の各号に定める額を減じた額を差し引く。ただし、高速電

車、ガイドウェイバス高架区間又は名臨高線からガイドウェイバス平面区間

に乗り継いで乗車する場合は、この限りでない。 

(1) 大人（第３号の場合を除く。） ８０円 

(2) 小児（第４号の場合を除く。） ４０円 

(3) 大人の割引対象者 ４０円 

(4) 小児の割引対象者 ２０円 

２ 前項の取扱いは、一対の乗継ぎについて１回、乗継前の乗合自動車、高速

電車、ガイドウェイバス高架区間、名鉄バスの乗合自動車又は名臨高線の料

金等が同一のＩＣカード乗車券のＳＦ残額から差し引かれている場合におい

て行う。ただし、乗継前の料金等の支払が次の各号のいずれかに該当する場

合を除く。 

(1) 複数人の料金等を１枚のＩＣカード乗車券のＳＦ残額から差し引いた場

合 

(2) ＳＦ残額が支払うべき金額に満たず、不足額を現金により支払った場合 

(3) 自動券売機でＳＦ（現金）により高速電車の普通券若しくは割引普通券

又はこれに相当する名臨高線の乗車券に引き換えて乗車した場合（小児の

割引対象者が割引用ＩＣカード乗車券を使用して小児の割引普通券に引き

換えたときを除く。） 

(4) 高速電車及び名臨高線において、ＩＣカード定期券（名臨高線の定期券

が機能付加されているＩＣカード乗車券を含む。）を使用して付加定期券

（名臨高線の定期券を含む。）の通用期間内において通用区間外の駅から



入場した後、通用区間内の任意の駅まで乗車して出場した場合であって、

別途乗車区間の料金等が差し引かれたとき。 

（高速電車に連絡して乗車する場合における乗継割引料金） 

第４４条 ＩＣカード乗車券を使用して乗合自動車（ガイドウェイバス平面区

間を除く。）、ガイドウェイバス高架区間、名鉄バスの乗合自動車又は名臨

高線から高速電車に９０分以内に乗り継いで乗車する場合は、乗継後の高速

電車における普通料金等の差引きに当たっては、第２８条第１項及び第４項

（第２９条第２項、第３６条第２項及び第３７条第４項において準用する場

合を含む。）並びに第３６条第１項（第３７条第３項において準用する場合

を含む。）の規定にかかわらず、普通料金等から次の各号に定める額を減じ

た額を差し引く。ただし、第３６条第１項第１号に規定する場合において、

別途乗車区間の普通料金等を差し引くとき（第３７条第３項において準用す

る場合を含む。）は、この限りでない。 

(1) 大人（第３号の場合を除く。） ８０円 

(2) 小児（第４号の場合を除く。） ４０円 

(3) 大人の割引対象者 ４０円 

(4) 小児の割引対象者 ２０円 

２ 前項の取扱いは、一対の乗継ぎについて１回、乗継前の乗合自動車、ガイ

ドウェイバス高架区間、名鉄バスの乗合自動車又は名臨高線の料金等が同一

のＩＣカード乗車券のＳＦ残額から差し引かれている場合において行う。こ

の場合においては、前条第２項ただし書の規定を準用する。 

第５章 マイレージポイント 

（マイレージポイントの付与） 

第４５条 ＩＣカード乗車券における各月の初日から末日までの間の乗合自動

車（ガイドウェイバス平面区間を除く。以下この条において同じ。）及び高

速電車の乗車に使用したＳＦ（現金）の合計金額に応じて、次の各号に掲げ

るマイレージポイント（以下「ポイント」という。）を、当該各号に定める

ところにより算出して付与する。 

(1) 使用金額ポイント 

次項の規定により算出した金額（以下「ポイント付与対象使用金額」と



いう。）を基礎として、次のとおり算出する。 

ア 大人用ＩＣカード乗車券 

次の表に定めるとおりとする。 

ポイント付与対象使用金額 付与ポイント 

     ０円以上 ２，０００円未満 ０ポイント

 ２，０００円以上 ３，０００円未満 ２００ポイント

 ３，０００円以上 ４，０００円未満 ３００ポイント

 ４，０００円以上 ５，０００円未満 ４００ポイント

 ５，０００円以上 ６，０００円未満 ６００ポイント

 ６，０００円以上 ７，０００円未満 ７２０ポイント

 ７，０００円以上 ８，０００円未満 ８４０ポイント

 ８，０００円以上 ９，０００円未満 ９６０ポイント

 ９，０００円以上１０，０００円未満 １，０８０ポイント

１０，０００円以上１１，０００円未満 １，２５０ポイント

１１，０００円以上１２，０００円未満 １，３８０ポイント

１２，０００円以上１３，０００円未満 １，５００ポイント

１３，０００円以上１４，０００円未満 １，６３０ポイント

１４，０００円以上１５，０００円未満 １，７５０ポイント

１５，０００円以上１６，０００円未満 １，９５０ポイント

１６，０００円以上 

２，０８０ポイントに、ポ

イント付与対象使用金額１

６，０００円以上の部分に

つきその金額１，０００円

ごとに１３０ポイントを加

えて得たポイント 

イ 小児用ＩＣカード乗車券及び割引用ＩＣカード乗車券 

次の表に定めるとおりとする。 

ポイント付与対象使用金額 付与ポイント 

     ０円以上 １，０００円未満 ０ポイント



 １，０００円以上 １，５００円未満 １００ポイント

 １，５００円以上 ２，０００円未満 １５０ポイント

 ２，０００円以上 ２，５００円未満 ２００ポイント

 ２，５００円以上 ３，０００円未満 ３００ポイント

 ３，０００円以上 ３，５００円未満 ３６０ポイント

 ３，５００円以上 ４，０００円未満 ４２０ポイント

 ４，０００円以上 ４，５００円未満 ４８０ポイント

 ４，５００円以上 ５，０００円未満 ５４０ポイント

５，０００円以上 ５，５００円未満 ６３０ポイント

５，５００円以上 ６，０００円未満 ６９０ポイント

６，０００円以上 ６，５００円未満 ７５０ポイント

６，５００円以上 ７，０００円未満 ８２０ポイント

７，０００円以上 ７，５００円未満 ８８０ポイント

７，５００円以上 ８，０００円未満 ９８０ポイント

８，０００円以上１２，５００円未満

１，０４０ポイントに、ポ

イント付与対象使用金額

８，０００円以上の部分に

つきその金額５００円ごと

に６５ポイントを加えて得

たポイント（１０ポイント

未満の端数があるときは、

これを切り上げる。） 

１２，５００円以上 

１，６３０ポイントに、ポ

イント付与対象使用金額１

２，５００円以上の部分に

つきその金額５００円ごと

に７０ポイントを加えて得

たポイント 

(2) バス昼間使用金額ポイント 



乗合自動車の乗車に使用したＳＦ（現金）のうち、午前１０時から午後

４時まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日（以下「休日」という。）並びにこれらの日

に適用するダイヤにより運行する日にあっては、全日）の乗車に使用した

もの（以下「バス昼間使用金額」という。）を基礎として次のとおり算出

する。 

ア 大人用ＩＣカード乗車券 

次の表に定めるとおりとする。 

バス昼間使用金額 付与ポイント 

２，０００円未満 ０ポイント

２，０００円以上３，０００円未満 ６００ポイント

３，０００円以上 ９００ポイントに、バス昼間使

用金額３，０００円以上の部分

につきその金額１，０００円ご

とに３００ポイントを加えて得

たポイント 

イ 小児用ＩＣカード乗車券及び割引用ＩＣカード乗車券 

アの表左欄に掲げる金額の半額のバス昼間使用金額に対し、同表右欄

に定める付与ポイントの２分の１のポイント（バス昼間使用金額が１，

５００円以上であるときは、４５０ポイントに、バス昼間使用金額１，

５００円以上の部分につきその金額５００円ごとに１５０ポイントを

加えて得たポイントとする。）を付与する。 

(3) 地下鉄昼間使用金額ポイント 

高速電車の乗車に使用したＳＦ（現金）のうち、午前１０時から午後４

時まで（土曜日、日曜日及び休日並びにこれらの日に適用するダイヤによ

り運行する日にあっては、全日）の乗車に使用したもの（以下「地下鉄昼

間使用金額」という。）を基礎として次のとおり算出する。 

ア 大人用ＩＣカード乗車券 

次の表に定めるとおりとする。 



地下鉄昼間使用金額 付与ポイント 

２，０００円未満 ０ポイント

２，０００円以上３，０００円未満 ４００ポイント

３，０００円以上 ６００ポイントに、地下鉄昼間

使用金額３，０００円以上の部

分につきその金額１，０００円

ごとに２００ポイントを加えて

得たポイント 

イ 小児用ＩＣカード乗車券及び割引用ＩＣカード乗車券 

アの表左欄に掲げる金額の半額の地下鉄昼間使用金額に対し、同表右

欄に定める付与ポイントの２分の１のポイント（地下鉄昼間使用金額

が１，５００円以上であるときは、３００ポイントに、地下鉄昼間使

用金額１，５００円以上の部分につきその金額５００円ごとに１００

ポイントを加えて得たポイントとする。）を付与する。 

２ ポイント付与対象使用金額は、乗合自動車及び高速電車の乗車に使用した

ＳＦ（現金）からバス昼間使用金額及び地下鉄昼間使用金額を減じ、次の各

号により定める額を加えた額とする。 

(1) 大人用ＩＣカード乗車券の場合 次により算出した額の合計額 

ア バス昼間使用金額が２，０００円未満のときはその全額、２，０００

円以上であって１，０００円未満の端数があるときはその端数の金額 

イ 地下鉄昼間使用金額が２，０００円未満のときはその全額、２，００

０円以上であって１，０００円未満の端数があるときはその端数の金額 

(2) 小児用ＩＣカード乗車券及び割引用ＩＣカード乗車券の場合 次により

算出した額の合計額 

ア バス昼間使用金額が１，０００円未満のときはその全額、１，０００

円以上であって５００円単位ごとに５００円未満の端数があるときはそ

の端数の金額 

イ 地下鉄昼間使用金額が１，０００円未満のときはその全額、１，００

０円以上であって５００円単位ごとに５００円未満の端数があるときは



その端数の金額 

３ 第４３条第１項又は第４４条第１項の規定により差し引いたＳＦ（現金）

は、バス昼間使用金額及び地下鉄昼間使用金額に算入しない。 

４ 乗車券との引換えに使用したＳＦ（現金）は、ポイントを算定する使用金

額に算入しない。ただし、割引用ＩＣカード乗車券において小児の割引普通

券との引換えに使用したＳＦ（現金）については、この限りでない。 

５ 前各項の規定によるほか、特別にポイントを付与することがある。この場

合の付与条件及び付与方法については、その都度定める。 

６ 前各項の規定により付与するポイントは、合算して付与する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２３年２月１１日から施行する。 

（地下鉄１区特別きっぷの料金等を定める規程等の廃止） 

２ 次に掲げる管理規程は、廃止する。 

(1) 地下鉄１区特別きっぷの料金等を定める規程（平成８年名古屋市交通局

管理規程第１９号。以下「旧特別きっぷ規程」という。） 

(2) カード乗車券取扱規程（平成１０年名古屋市交通局管理規程第１７号。

以下「旧カード規程」という。） 

（経過措置） 

３ 前項の規定にかかわらず、旧特別きっぷ規程の規定により発売した地下鉄

１区特別きっぷ（以下「旧特別きっぷ」という。）及び旧カード規程の規定

により発売したユリカ（以下「旧カード」という。）は、平成２４年２月２

９日まで使用することができる。この場合における旧特別きっぷ及び旧カー

ドの取扱いについては、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 

（払戻し） 

４ 旧特別きっぷは、請求により払戻しを行う。この場合において、払戻金額

は次の各号に定めるとおりとし、手数料は徴収しない。 

(1) 未使用の場合 旧特別きっぷの料金 

(2) 使用可能回数の一部を使用済みである場合 使用可能回数の残回数に旧



特別きっぷの料金を使用可能回数で除した数値を乗じて得た額（１０円未

満の端数があるときは、これを切り上げる。） 

５ 旧カードは、請求により払戻しを行う。この場合において、払戻金額は次

の各号に定めるとおりとし、手数料は徴収しない。 

(1) 未使用の場合 発売額 

(2) 使用可能額の一部を使用済みである場合 使用可能額の残額に発売額を

使用可能額で除した数値を乗じて得た額（１０円未満の端数があるときは、

これを切り上げる。） 

６ 前２項の払戻しを行う場所は、各駅及び各乗車券発行所とする。 

（委任） 

７ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要

な事項は、別に定める。 

附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 抄 

第１条 この規程は、平成２４年４月２１日から施行する。（以下略） 

別表（第４３条関係） 

運転系統 区 間 

本地ヶ原線 名鉄バスセンター～三軒家 

名鉄バスセンター～大治西条 津島線 

栄～大治西条 



マナカ取扱規則 

株式会社名古屋交通開発機構 

第 1 章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は、株式会社名古屋交通開発機構（以下「当社」といいま

す。）が発行する、金銭的価値等を記録することができるＩＣカード（以下

「マナカ」といいます。）のサービス内容と利用条件を定め、もって利用者

の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とします。 

（適用範囲） 

第２条 マナカにかかわる取扱いについては、この規則の定めるところにより

ます。 

２ マナカ交通事業者における、マナカを媒体とする乗車券等の交通乗車証票

（以下「乗車券等」といいます。）としての利用については、マナカ交通事

業者の旅客営業規則等の定めるところによります。 

３ マナカマイレージポイントの取扱いについては、マナカマイレージポイン

ト取扱規則の定めるところによります。 

４ マナカ加盟店における、商品、サービス等の決済手段としてのマナカの利

用（以下「電子マネー取引」といいます。）については、マナカ電子マネー

取扱規則の定めるところによります。 

５ 当社が、当社以外の者（以下「提携先」といいます。）と提携した一体型

マナカの取扱いについては、別途定めるところによります。 

６ この規則が改定された場合、以後のマナカにかかわる取扱いについては、

改定された規則の定めるところによります。 

７ この規則及びこの規則に基づいて定められた規定は、予告なしに変更され

ることがあります。 

８ この規則に定めのない事項については、法令等の定めるところによります。 

（用語の意義） 

第３条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとしま



す。 

(1) 「マナカ交通事業者」とは、豊橋鉄道株式会社、名古屋ガイドウェイバ

ス株式会社、名古屋市交通局、名古屋鉄道株式会社、名古屋臨海高速鉄道

株式会社及び名鉄バス株式会社をいいます。 

(2) 「記名式マナカ」とは、マナカのうち個人を特定する氏名、性別、生年

月日及び電話番号が記録されたものをいいます。 

(3) 「無記名式マナカ」とは、記名式マナカ以外のマナカをいいます。 

(4) 「小児用マナカ」とは、小児の利用に供する記名式マナカをいいます。 

(5) 「割引用マナカ」とは、名古屋市交通局高速電車乗車料条例施行規程第

２９条及び名古屋臨海高速鉄道株式会社旅客営業規則第３８条のいずれに

おいても割引旅客運賃の適用対象となる者の利用に供する記名式マナカを

いいます。 

(6) 「一体型マナカ」とは、提携先のサービス機能と一体となった媒体で発

行する記名式マナカをいいます。 

(7) 「ＳＦ（現金）」とは、専らマナカ交通事業者が定める旅客運賃等の支

払いや乗車券類との引換え、マナカ加盟店における電子マネー取引に充当

する、マナカに記録された金銭的価値をいいます。 

(8) 「チャージ」とは、マナカに入金することをいいます。 

(9) 「マナカマイレージポイント」とは、マナカマイレージポイント取扱規

則の規定にしたがって付与されるセンターポイント及びＳＦ（ポイント）

をいいます。 

(10) 「センターポイント」とは、マナカマイレージポイントのうちマナカ

マイレージポイント取扱規則の規定にしたがってセンターシステムに記録

されるものをいいます。 

(11) 「ＳＦ（ポイント）」とは、マナカマイレージポイントのうちマナカ

マイレージポイント取扱規則の規定にしたがってマナカに記録されるもの

をいいます。 

(12) 「ポイント還元」とは、マナカマイレージポイント取扱規則の規定に

したがって、センターポイントをＳＦ（ポイント）に移行することをいい

ます。 



(13) 「デポジット」とは、返却することを条件に、当社が収受するマナカ

の利用権の代価をいいます。 

(14) 「マナカ加盟店」とは、マナカ電子マネー取扱規則に定める加盟店を

いいます。 

（契約の成立） 

第４条 マナカの利用にかかわる契約は、利用者にマナカが交付されたときに

当社と利用者の間において成立します。 

（利用方法及び制限事項） 

第５条 マナカは、マナカ交通事業者における乗車券等としての利用又はマナ

カ加盟店における電子マネー取引ができます。 

２ マナカは、マナカ交通事業者又はマナカ加盟店においてマナカを処理する

機器（以下「所定の機器」といいます。）により利用しなければなりません。 

３ 記名式マナカに記録された記名人本人以外の者は、当該記名式マナカを利

用することができません。ただし、マナカ交通事業者の規定に従い持参人方

式の定期券として利用する場合等は、この限りではありません。 

４ 小児用マナカ及び割引用マナカは、有効期限経過後は利用することができ

ません。 

５ 次の各号のいずれかに該当するときは、マナカは所定の機器で利用できな

いことがあります。 

(1) マナカの破損又は所定の機器の故障若しくは天災等により、マナカの内

容の読み取りが不能となったとき。 

(2) 記名式マナカにおいては、マナカの利用、チャージ又はポイント還元の

いずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、６箇月間これらの取

扱いが行われなかったとき。 

６ 偽造、変造又は不正に作成されたマナカ又はＳＦ（現金）を利用すること

はできません。 

（個人情報の取扱い） 

第６条 利用者が記名式マナカの購入又は無記名式マナカの記名式マナカへの

変更を申し込むときに提出した氏名、生年月日、性別及び電話番号（以下

「個人情報」といいます。）については、当社及び株式会社エムアイシー



（以下「当社等」といいます。）が管理します。 

２ 当社等は、取得した個人情報を、次の目的で利用します。 

(1) 記名式マナカの購入、変更、再発行、払戻し等の申込内容の確認 

(2) 当社等から利用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認 

３ 当社等は、取得した個人情報を、前項の範囲内でマナカ交通事業者からの

照会に応じて、その事業者に知らせることがあります。 

４ 当社が取得した個人情報は、当社等及びマナカ交通事業者が統計資料とし

て利用する等、個人を特定できないように修正した上で利用することがあり

ます。 

５ 記名式マナカの購入希望者又は変更希望者が、前各項の規定に同意しない

ときは、記名式マナカの発売又は記名式マナカへの変更を行いません。 

（利用者の同意） 

第７条 利用者は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、か

つ、これに同意したものとします。 

（取扱箇所） 

第８条 マナカの取扱箇所は、マナカ交通事業者及びマナカ加盟店とします。 

２ 各取扱箇所において取り扱う内容については、当社及びマナカ交通事業者

が別に定めます。 

（制限又は停止） 

第９条 当社は、次に掲げる場合において、マナカ交通事業者及びマナカ加盟

店におけるマナカの取扱いを制限又は停止することがあります。 

(1) 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等

の不可抗力によりマナカの取扱いが困難であると認めた場合 

(2) コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情によりマナカの取扱い

の中止を必要と判断した場合 

２ 前項の規定によるサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負い

ません。 

（マナカの所有権） 

第１０条 マナカの所有権は、当社に帰属します。 

２ 当社は、利用者の利用に供するためにマナカを利用者に貸与します。 



３ マナカが不要となったとき又は失効したときは、利用者は、マナカ交通事

業者を通じて当社にマナカを返却しなければなりません。 

（デポジット） 

第１１条 当社は、マナカを発売（マナカを利用者に交付し、デポジット及び

当該マナカにあらかじめ記録されたＳＦ（現金）がある場合はその相当額を

収受することをいいます。以下同じ。）する際に、デポジットとしてマナカ

１枚につき５００円を収受します。 

２ 利用者がマナカを返却したときは、第２０条第６項又は第２５条第３項の

規定により、当社はデポジットを返却します。 

３ デポジットは運賃や電子マネー取引等に充当することはできません。 

（マナカの失効） 

第１２条 カードの交換、ＳＦ（現金）及びＳＦ（ポイント）の利用、チャー

ジ、ポイント還元又は定期券の更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を

起算日として、１０年間これらの取扱いが行われない場合には、マナカは失

効します。 

２ 前項の規定にかかわらず、遺失物法の適用を受け、公告期間を経過した記

名式マナカは失効します。 

３ 前２項の規定によりマナカが失効した場合において、利用者はマナカ及び

センターシステムに記録されている一切の金銭的価値等並びにデポジットの

返却を請求することはできません。 

第２章 発売 

（発売額） 

第１３条 マナカの発売額は１，０００円（デポジット５００円を含みま

す。）とします。 

２ 前項の規定にかかわらず、マナカ交通事業者は、発売額を変更して発売す

ることができます。ただし、発売額は１，０００円単位とし、２０，０００

円を超えることはできません。 

３ 前２項の規定にかかわらず、当社が特に認めた場合は、発売額を５００円



（デポジット５００円を含みます。）として発売することができます。 

（マナカの発売手続） 

第１４条 無記名式マナカの購入希望者が購入を請求したときは、無記名式マ

ナカを発売します。 

２ 記名式マナカの購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別及び電話

番号を記入して提出したときは、記名式マナカを発売します。 

３ 小児用マナカの購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別及び電話

番号を記入して提出し、かつ、別に定める公的証明書等を提示したときは、

当該小児が１２歳に達する日の属する年度の３月３１日を有効期限とする小

児用マナカを発売します。 

４ 割引用マナカの購入希望者が、名古屋市交通局又は名古屋臨海高速鉄道株

式会社において、購入申込書に氏名、生年月日、性別及び電話番号を記入し

て提出し、かつ、別に定める公的証明書等を提示したときは、別に定める日

を有効期限とする割引用マナカを発売します。 

５ 当社が特に認める場合を除き、同一利用者に対しては、次の各号に掲げる

マナカをそれぞれ２枚以上発売しません。 

(1) 小児用マナカ 

(2) 割引用マナカ 

（チャージ） 

第１５条 マナカは、所定の機器によってチャージすることができます。 

２ マナカは、当社が特に認めた場合を除き、１，０００円単位の金額をチャ

ージすることができます。ただし、１枚当たりのＳＦ（現金）の残額は、２

０，０００円を超えることはできません。 

３ 前２項の規定にかかわらず、別のマナカのＳＦ（現金）によるチャージは

できません。 

（ＳＦ（現金）残額の確認） 

第１６条 マナカのＳＦ（現金）残額は、所定の機器により確認することがで

きます。 

２ マナカのＳＦ（現金）残額履歴は、マナカ交通事業者における所定の機器

による表示又は印字により、最近の２０件分（ＳＦ（ポイント）残高履歴を



含めた件数とします。）を確認することができます。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合は、表示又は印字による

確認はできません。 

(1) 出場処理がされていないＳＦ（現金）残額履歴 

(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのＳＦ（現金）残額

履歴 

(3) 第２０条又は第２１条の規定によりカードを再発行したときの再発行前

のＳＦ（現金）残額履歴 

(4) 第２２条の規定によりカードを交換したときの交換前のＳＦ（現金）残

額履歴 

第３章 効力 

（記名式マナカの再表示） 

第１７条 記名式マナカは、その券面に表示すべき事項（以下「券面表示事

項」といいます。）が不明となったときは、利用することができません。 

２ 券面表示事項が不明となった記名式マナカは、速やかにこれを差し出して

券面表示事項の再表示を請求しなければなりません。 

（改氏名によるマナカの書換え） 

第１８条 利用者が記名式マナカに記録された氏名を改めた場合は、当該記名

式マナカは利用することができません。 

２ 前項に規定する場合において、利用者は、速やかに別に定める申込書を提

出し、かつ、改氏名後の公的証明書等を提示して氏名の書換えを請求しなけ

ればなりません。 

（無効となる場合） 

第１９条 マナカは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収

します。この場合、マナカ及びセンターシステムに記録されている一切の金

銭的価値及び乗車券等並びにデポジットは返却しません。 

(1) 第５条第３項ただし書に規定する場合を除くほか、記名式マナカを記名

人以外の者が利用した場合 



(2) 券面表示事項が不明となった記名式マナカを利用した場合 

(3) 利用資格、氏名、生年月日、性別又は電話番号を偽って購入した小児用

マナカを利用した場合 

(4) 利用資格、氏名、生年月日、性別又は電話番号を偽って購入した割引用

マナカを利用した場合 

(5) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して利用した場合 

(6) 偽造、変造又は不正に作成されたマナカ若しくはＳＦ（現金）又はマナ

カマイレージポイントを利用した場合 

(7) 利用者の故意又は重大な過失によりマナカが障害状態となったと認めら

れる場合 

(8) その他不正行為と認められる場合 

第４章 再発行・交換 

（紛失再発行） 

第２０条 無記名式マナカの盗難又は紛失等（以下「紛失」といいます。）に

よる再発行はできません。 

２ 記名式マナカの記名人が当該記名式マナカを紛失した場合において、別に

定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失

した記名式マナカの利用停止措置を行い、記名人に対し再発行するために必

要な帳票（以下「再発行整理票」といいます。）を発行します。 

(1) 公的証明書等の提示により、再発行を請求する利用者が当該記名式マナ

カの記名人本人であることを証明できること。 

(2) 記名人の氏名、生年月日、性別及び電話番号の情報がセンターシステム

に登録されていること。 

３ 前項の規定により利用停止措置を行った場合においては、利用者が第１号

及び第２号の条件を満たした上で再発行整理票発行日の翌日から１４日以内

に発行を請求した場合に限って、当該記名式マナカ裏面に刻印されたものと

異なるカード番号の記名式マナカを再発行します。 

(1) 公的証明書等の提示により、再発行を請求する利用者が当該記名式マナ



カの記名人本人であることを証明できること。 

(2) 利用者が前項の規定により発行された再発行整理票を提出すること。 

４ 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名式マナカ

１枚につき紛失再発行手数料５００円及びデポジット５００円を現金で収受

します。 

５ 第２項の規定により当該記名式マナカの利用停止の申請を受け付けた後に

おいては、これを取り消すことはできません。また、紛失した記名式マナカ

が発見された場合に、当該記名式マナカを再発行用の媒体として利用するこ

とはできません。 

６ 紛失した記名式マナカが第２項から第４項までの規定による取扱いを行っ

た後に発見された場合であって、当社が当該マナカのデポジットを収受して

いるときは、利用者は、デポジットの返却を請求することができます。この

場合においては、利用者が当該記名式マナカとともに別に定める申請書を提

出し、かつ、公的証明書等の提示により記名人本人であることを証明したと

きに限って、返却の取扱いを行います。 

（障害再発行） 

第２１条 マナカがその破損等によって所定の機器で利用できない場合で、別

に定める申請書を提出し、かつ、当該マナカを提示したときは、再発行整理

票を発行します。 

２ 前項の規定により再発行整理票が発行された場合においては、利用者が第

１号及び第２号の条件を満たした上で再発行整理票発行日の翌日から１４日

以内に発行を請求した場合に限って、当該マナカ裏面に刻印されたものと異

なるカード番号のマナカを再発行します。 

(1) 利用者が前項の規定により発行した再発行整理票を提出すること。 

(2) 利用者が当該マナカを提出すること。 

３ 第１項の規定により当該マナカの障害再発行の申請を受け付けた後におい

ては、これを取り消すことはできません。また、当該マナカを再発行用の媒

体として利用することはできません。 

４ 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱

いを行いません。なお、この場合、当社が当該マナカのデポジットを収受し



ている場合であっても、デポジット５００円は返却しません。 

(1) 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合 

(2) 第１９条第７号により無効となった場合 

（マナカの交換） 

第２２条 当社等及びマナカ交通事業者の都合により、利用者が利用している

マナカを、当該マナカ表面とは異なるデザインのマナカ又は当該マナカ裏面

に刻印されたものと異なるカード番号のマナカに予告なく交換することがあ

ります。 

（再発行等の特例） 

第２３条 第２０条第３項、第２１条第２項又は前条の規定により再発行又は

交換をする場合においては、マナカの発行に代えて、株式会社エムアイシー

が金銭的価値等を記録することができるＩＣカードを発行することがありま

す。この場合における再発行又は交換後のＩＣカードの取扱いについては、

株式会社エムアイシーの定めるところによります。 

（免責事項） 

第２４条 前２条の規定の適用による利用者の損害等については、当社等及び

マナカ交通事業者はその責めを負いません。 

２ 紛失した記名式マナカの再発行整理票発行日までにおける払戻し又はＳＦ

（現金）の利用等で生じた利用者の損害については、当社等及びマナカ交通

事業者はその責めを負いません。 

第５章 払戻し 

（払戻し） 

第２５条 利用者は、マナカが不要となった場合は、当該マナカの返却を条件

に、ＳＦ（現金）残額の払戻しを請求することができます。この場合におい

て、利用者は、手数料としてマナカ１枚につき２１０円（ＳＦ（現金）残額

に１０円未満の端数があるときは、ＳＦ（現金）残額を１０円単位に切り上

げるための必要額を２１０円から差し引いた額を手数料とします。また、残

額が２１０円未満のときはその残額の同額を手数料とします。）を支払うも



のとします。 

２ 前項の規定によりマナカの払戻しが請求された場合、当社は、無記名式マ

ナカにあっては持参人に払戻しを行い、記名式マナカにあっては利用者が別

に定める申請書を提出し、かつ、公的証明書等の提示により当該記名人本人

であることを証明したときに限って払戻しを行います。 

３ 前２項の規定により払戻しを行う場合において、当社が当該マナカのデポ

ジットを収受しているときは、併せてデポジットを返却します。 

４ マナカの払戻しの申請を受け付けた後においては、払戻しの取消し及びマ

ナカの機能の復元はできません。 

第６章 特殊取扱い 

（マナカの変更） 

第２６条 利用者が無記名式マナカを差し出して記名式マナカへの変更を申し

出た場合又は利用者が記名式マナカを差し出して他の種類の記名式マナカへ

の変更を申し出た場合は、第１４条第２項から第５項までに規定する記名式

マナカの発売の取扱いを準用してマナカの変更を行います。この場合におい

て、記名式マナカから無記名式マナカへの変更はできません。 

第７章 ＩＣカードの相互利用 

 （ＪＲ東海におけるマナカの取扱い） 

第２７条 第８条の規定にかかわらず、東海旅客鉄道株式会社（以下「ＪＲ東

海」といいます。）において、乗車券等としてマナカの取扱いを行います。 

２ 前項の規定によりマナカを乗車券等として利用するときは、ＪＲ東海の定

めるところによります。 

 （ＴＯＩＣＡの取扱い） 

第２８条 ＪＲ東海が発行する金銭的価値等を記録することができるＩＣカー

ド（以下「ＴＯＩＣＡ」といいます。）は、マナカ交通事業者において乗車



券等としての取扱いを行います。 

２ マナカ交通事業者におけるＴＯＩＣＡの利用については、マナカ交通事業

者の旅客営業規則等の定めるところによります。 

附 則 この規則は、平成２３年２月１１日から施行します。 

附 則 この規則は、平成２４年４月２１日から施行します。 



マナカマイレージポイント取扱規則 

株式会社名古屋交通開発機構 

（目的） 

第１条 この規則は、株式会社名古屋交通開発機構（以下「当社」といいます。）

が発行する金銭的価値等を記録することができるＩＣカード（以下「マナカ」

といいます。）の利用者に対して提供するマナカマイレージポイントの内容及

び適用条件を定めることを目的とします。 

（適用範囲） 

第２条 マナカマイレージポイントの取扱いについては、この規則の定めると

ころによります。 

２ マナカ交通事業者における、マナカを媒体とする乗車券等の交通乗車証票

としての利用については、マナカ交通事業者の旅客営業規則等の定めるとこ

ろによります。 

３ この規則が改定された場合、以後のマナカマイレージポイントの取扱いに

ついては、改定された規則の定めるところによります。 

４ この規則に定めのない事項については、法令及びマナカ取扱規則等の定め

るところによります。 

（用語の意義） 

第３条 この規則における主な用語の意義は、マナカ取扱規則第３条に定める

ほか、次の各号に掲げるとおりとします。 

（1）「マナカマイレージポイント」とは、この規則の規定により付与される、

センターポイント及びＳＦ（ポイント）をいいます。 

（2）「センターポイント」とは、マナカマイレージポイントのうち、センター

システムに記録されるものをいいます。 

（3）「ＳＦ（ポイント）」とは、マナカマイレージポイントのうち、ポイント

還元によりマナカに移行されたものをいいます。 

（4）「ポイント還元」とは、センターポイントをＳＦ（ポイント）に移行する

ことをいいます。 



（マナカマイレージポイントの付与） 

第４条 マナカマイレージポイントは、各マナカ交通事業者における各月の初

日から末日までの間のマナカの利用に対し、各マナカ交通事業者所定の基準

に従い付与されます。 

２ 前項の規定に従い付与されたマナカマイレージポイントは、当社にて合算

し、マナカ利用月の翌月１０日までにセンターポイントとして一括して記録

されます。 

３ マナカ交通事業者は、マナカマイレージポイントの付与基準を予告なく改

定することがあります。 

（マナカマイレージポイントの効力） 

第５条 マナカマイレージポイントは、センターポイントとして記録された時

点で有効となり、その日をポイント付与日とします。 

２ センターポイントの有効期限はポイント付与日の翌年の応当日の属する月

の末日とし、有効期限を経過したセンターポイントは自動的に失効します。 

３ 偽造、変造又は不正に作成されたマナカマイレージポイントを利用するこ

とはできません。 

４ マナカ取扱規則第１２条の規定によりマナカが失効した場合は、当該マナ

カのマナカマイレージポイントは、すべて失効します。 

５ マナカ取扱規則第１９条の規定によりマナカが無効となった場合は、当該

マナカのマナカマイレージポイント（無効となった時より後に付与される予

定であったものを含む。）は、すべて無効となります。 

６ マナカ取扱規則第２５条の規定によりマナカの払戻しをする場合には、当

該マナカのマナカマイレージポイント（払戻し時より後に付与される予定で

あったものを含む。)は、払戻しと同時にすべて失効するものとします。 

（マナカマイレージポイントの確認） 

第６条 ＳＦ（ポイント）の残高及び残高履歴並びにセンターポイントの残高

及び当月失効予定ポイント数は、マナカ交通事業者においてマナカを処理す

る機器（以下「所定の機器」といいます。）により、確認することができます。 



２ ＳＦ（ポイント）残高履歴は、マナカ交通事業者における所定の機器によ

る表示又は印字により、最近の２０件分（ＳＦ（現金）残額履歴を含めた件

数とします。）を確認することができます。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合は、表示又は印字による

確認はできません。 

（1）出場処理がされていないＳＦ（ポイント）残高履歴 

（2）所定の機器による処理が完全に行われなかったときのＳＦ（ポイント）

残高履歴 

（3）マナカ取扱規則第２０条又は第２１条の規定によりカードを再発行した

ときの再発行前のＳＦ（ポイント）残高履歴 

（4）マナカ取扱規則第２２条の規定によりカードを交換したときの交換前の

ＳＦ（ポイント）残高履歴 

（マナカマイレージポイントの引継ぎ） 

第７条 マナカの盗難若しくは紛失等（以下「紛失」といいます。）又は障害に

よる再発行等の場合は、マナカマイレージポイント残高は新たなマナカへ引

き継げるものとします。 

（ポイント還元） 

第８条 センターポイントは、マナカ交通事業者における所定の機器により還

元することができます。 

２ ポイント還元を行った場合は、センターポイントはその時点の残高（１０

ポイント未満の端数を除きます。）が一括してＳＦ（ポイント）に移行されま

す。ただし、センターポイント残高とＳＦ（ポイント）残高との合計が２０，

０００ポイントを超えるときには、ポイント還元後のＳＦ（ポイント）残高

が２０，０００ポイントを超えない範囲で、１０ポイント未満の端数を除い

て移行されます。 

３ センターポイントは、センターシステムに記録された順にＳＦ（ポイント）

に移行されます。 

４ センターポイントは、現金又はＳＦ（現金）と交換することはできません。 

５ 他のマナカのセンターポイントをポイント還元することはできません。 



６ センターポイントを他のマナカのセンターポイントとすることはできませ

ん。 

７ ポイント還元の取扱いは、その取扱いを行うマナカ交通事業者を問わず１

日につき１回までとします。 

（ＳＦ（ポイント）の取扱い） 

第９条 ＳＦ（ポイント）は、１ポイント１円相当として１０ポイント単位で、

マナカ交通事業者において各マナカ交通事業者の定めるところにより旅客運

賃等の支払いに充当することができます。 

２ 前項の場合において、マナカにＳＦ（ポイント）及びＳＦ（現金）のいず

れにも残高があるときには、ＳＦ（ポイント）が先に充当されます。 

３ 前項の場合において、ＳＦ（ポイント）の残高が支払うべき旅客運賃等の

額に満たないときは、ＳＦ（現金）を不足額に充当します。 

４ 一度ＳＦ（ポイント）に移行したセンターポイントは、再びセンターポイ

ントに戻すことはできません。 

５ ＳＦ（ポイント）は、現金又はＳＦ（現金）と交換することはできません。 

６ ＳＦ（ポイント）を他のマナカのＳＦ（ポイント）とすることはできませ

ん。 

（制限又は停止） 

第１０条 当社は次に掲げる場合において、マナカ交通事業者におけるマナカ

の取扱いを制限又は停止することがあります。 

（1）天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等

の不可抗力によりマナカの取扱いが困難であると認めた場合 

（2）コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情によりマナカの取扱い

の中止を必要と判断した場合 

２ 前項の規定によるマナカマイレージポイントの制限又は停止に対し、当社

及びマナカ交通事業者はその責めを負いません。 

（免責事項） 

第１１条 紛失により記名式マナカの再発行を行う場合において、再発行整理

票発行日までにおける払戻し又はマナカマイレージポイントの利用等で生じ



た利用者の損害については、当社及び株式会社エムアイシー（以下「当社等」

といいます。）並びにマナカ交通事業者はその責めを負いません。 

２ 改札機等の機器障害、輸送障害又は運営上の都合により、やむを得ずマナ

カが利用できないことによって、当該利用に対するマナカマイレージポイン

トの付与ができない場合であっても、当社等及びマナカ交通事業者はその責

めを負いません。 

３ 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の

不可抗力により、やむを得ずセンターポイントが付与できない場合であって

も、当社等及びマナカ交通事業者はその責めを負いません。 

４ その他、当社等及びマナカ交通事業者の責任に帰すことができない事由か

ら発生した利用者の損害については、当社等及びマナカ交通事業者はその責

めを負いません。 

（規則の変更） 

第１２条 当社はこの規則を変更することができるものとします。 

２ この規則を変更する場合、当社はあらかじめ利用者に対して当社指定の方

法により変更内容を告知するものとします。当該告知後、利用者がマナカマ

イレージポイントの提供を受けたときは、当社は、利用者が当該変更内容を

承認したものとみなします。 

附 則 この規則は、平成２３年２月１１日から施行する。 



マナカ電子マネー取扱規則 

株式会社名古屋交通開発機構 

（目的） 

第１条 この規則は、株式会社名古屋交通開発機構（以下「当社」といいま

す。）が発行する、金銭的価値等を記録することができるＩＣカード（以下

「マナカ」といいます。）の電子マネー取引において電子マネーの利用者に

対して提供するマナカ加盟店におけるサービス内容及び利用条件を定めるこ

とを目的とします。 

（適用範囲） 

第２条  マナカ加盟店において電子マネー取引を行う際の取扱いについては、

この規則の定めるところによります。 

２ マナカ交通事業者における、マナカを媒体とする乗車券等の交通乗車証票

としての利用については、マナカ交通事業者の旅客営業規則等の定めるとこ

ろによります。 

３ この規則が改定された場合、以後の電子マネー取引にかかわる取扱いにつ

いては、改定された規則の定めるところによります。 

４ この規則に定めのない事項については、法令及びマナカ取扱規則等の定め

るところによります。 

（用語の意義） 

第３条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとしま

す。 

(1) 「電子マネー」とは、マナカ取扱規則第３条第７号に定める金銭的価

値をいいます。  

(2) 「商品等」とは、電子マネー取引の対象となる物品、権利、ソフトウ

ェア及びサービスをいいます。  

(3) 「電子マネー取引」とは、利用者がマナカ加盟店において商品等を購

入し、又は提供を受ける際に、金銭等に換えて電子マネーをマナカ加盟

店の電子マネー端末又は当社が使用する電子計算機に移転することによ

り、商品等の代金を支払う取引をいいます。 



(4) 「利用者」とは、この規則に同意し、電子マネーを利用する者をいい

ます。  

(5) 「マナカ電子マネー事業者」とは、名古屋市交通局及び名古屋鉄道株

式会社をいいます。 

(6) 「マナカ加盟店」とは、マナカ電子マネー事業者と電子マネーの利用

に関する加盟店契約を締結し、電子マネーの利用により利用者に商品等

を提供する者をいいます。また、マナカ電子マネー事業者が電子マネー

の利用により利用者に商品等を提供する場合においては、マナカ電子マ

ネー事業者もマナカ加盟店にあたるものとみなします。 

(7) 「チャージ」とは、当社の定める方法でマナカに電子マネーを積み増

しすることをいいます。 

(8) 「移転」とは、電子マネー端末及びネットワークを媒介することによ

り、マナカに記録された一定額の電子マネーを引き去り、当社の使用す

る電子計算機、マナカ加盟店の電子マネー端末に同額の電子マネーが積

み増しされることをいいます。  

(9) 「電子マネー端末」とは、当社の定める仕様に合致し、電子マネーの

読取り、引去り等を行い、当社が特に認めた場合においてはマナカへの

書込みができる機器（リーダ・ライタ）をいいます。 

（利用箇所と利用方法） 

第４条 利用者は、別表のサービスマークを掲示したマナカ加盟店に設置した

電子マネー端末において、電子マネー取引をすることができるものとします。 

２ 前項の規定により電子マネー取引をする場合、利用者のマナカから当該加

盟店の電子マネー端末に、商品等の代金額に相当する電子マネーの移転が完

了したときに、利用者の当該加盟店に対する代金債務が消滅し、同額の金銭

の支払いがなされたものとします。 

３ 第１項の規定により電子マネー取引をする場合、利用者は、電子マネーの

移転が完了した時点で電子マネー端末に表示される、商品等の代金額及び電

子マネーの残額に誤りのないことを確認するものとします。なお、その場で、

異議の申出がなかった場合は、利用者は当該電子マネー取引が正当に完了し

たことを了承したものとみなします。 



４ 当社及びマナカ電子マネー事業者は、利用者がマナカ加盟店から購入し、

又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥その他利用者とマナカ加盟店との間に

生じる取引上の一切の問題について、その責めを負わないものとします。 

５ 第２項に定める電子マネーの移転がなされた後、利用者とマナカ加盟店と

の間で、電子マネー移転の原因となった行為に無効、取消し、解除その他い

かなる事由が生じた場合であっても、当該電子マネーの返還はできません。 

（利用制限） 

第５条 前条第１項の定めにかかわらず、利用者は、１回の電子マネー取引に

つき２枚以上のマナカを同時に使用することはできません。 

２ 当社及びマナカ電子マネー事業者は、記名式マナカを使用して電子マネー

取引を行う場合は、カード保有者を記名人とみなして本人確認を行うことな

く、利用を認めます。よって、当社、マナカ電子マネー事業者及びマナカ加

盟店は、記名式マナカの紛失、盗難等による記名人本人以外の使用によって

生じた記名人本人の損害についてその責めを負いません。 

３ 偽造、変造又は不正に作成されたマナカを電子マネー取引に使用すること

はできません。 

４ 変造又は不正に作成された電子マネーを利用することはできません。 

５ 次の各号のいずれかに該当するときは、マナカは電子マネー端末で使用で

きないことがあります。 

(1) マナカ又は電子マネー端末の破損、電子マネー端末の故障、電磁的影

響、天災等による、電子マネーデータの破壊又は消失その他の事由によ

り、マナカの内容が読み取り不能となり、又は端末が使用不能となった

とき。 

(2) 記名式マナカにおいては、マナカの利用又は電子マネーのチャージの

いずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、一定期間これらの

取扱いが行われなかったとき。 

（一時的な制限又は停止） 

第６条 当社は、以下の場合において、全て又は一部のマナカ加盟店における

マナカの取扱いを制限し、又は停止することがあります。 

(1) 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常



等の不可抗力によりマナカの取扱いが困難であると認めた場合  

(2) その他やむを得ない事情によりマナカの取扱いの中止を必要と判断し

た場合  

（取扱対象外商品等） 

第７条 有価証券及び金券等のほか、マナカ電子マネー事業者が別に定める商

品等については、第４条第１項の規定にかかわらず、電子マネー取引をする

ことができません。 

（免責） 

第８条 電子マネーを利用することができないことにより利用者に生じた不利

益及び損害の一切について、当社、株式会社エムアイシー、マナカ電子マネ

ー事業者及びマナカ加盟店は、その責めを負いません。 

（規則の変更） 

第９条 当社はこの規則を変更することができるものとします。 

２ この規則を変更する場合、当社はあらかじめ利用者に対して当社指定の方

法により変更内容を告知するものとします。当該告知後、利用者がマナカを

購入し、又は電子マネー取引を行ったときは、当社は、利用者が当該変更内

容を承認したものとみなします。 

（規定の準用） 

第１０条 マナカ取扱規則第１０条（マナカの所有権）、第１１条（デポジッ

ト）、第１２条第２項（遺失物法の規定による記名式マナカの失効）、同条第

３項（失効したマナカのデポジット・金銭的価値等の取扱い）、第１５条

（チャージ）、第１６条（ＳＦ（現金）、残額の確認）、第１９条（無効とな

る場合）、第２０条（紛失再発行）、第２１条（障害再発行）、第２５条（払

戻し）、その他マナカの取扱いを定めた規定は、電子マネー取引における電

子マネーの取扱いについて、準用するものとします。 

附 則 この規則は、平成２３年２月１１日から施行します。 

別表 サービスマーク 


